
簡易鑑定が利用出来る場合

基本的に、内部目的に利用するときに簡易鑑定(不動産鑑定評価書以外の報告書)が利

用でき、それ以外で簡易鑑定が利用できるのは、以下に掲げるケースのみです。

①第三者の利害を害する恐れのないとき

②公表等において大きな影響を与えないとき(企業会計上重要性の乏しい資産)

③すべての開示・提出先の承諾が得られたとき(取引予定先との打ち合わせ等)

④合理的理由があるとき

これは、弊社だけでなく、全ての不動産鑑定会社が同じスタンスです。

確かに、平成22年1月に国土交通省の価格等調査ガイドラインが施行される以前に

は、様々な案件で簡易鑑定が行われていたようです。しかし、問題点が指摘される

ようになり、平成22年1月以降は、簡易鑑定ができるケースが限定されるようになり

ました。

この「簡易鑑定」という言葉は、このホームページでは、分かりやすいよ

う、便宜的に使用していますが、価格等調査ガイドラインが施行された頃

から、「簡易鑑定」という言葉は、我々の業界では無くなりました。



簡易鑑定が利用出来ない場合

①第三者との交渉に利用する場合

②訴訟に使用するための評価で、裁判所等に提出する場合

③民事再生等で財産評価を行う場合

④関連会社間取引に係る土地・設備等の売買の適正価格の証明としての評価の場合(公

認会計士協会)

⑤担保評価で一定額以上の場合

⑥現物出資財産等の価額の証明の場合

上記以外にも資産流動化等の様々な局面で、不動産鑑定評価であることが要請され

ております。ここでは、ポイントを絞って6つ列挙致しました。



以上まとめ

簡易鑑定(不動産調査報告書)は、内部使用目的以外では、不動産鑑定会社はほとん

ど発行できません。

したがって、簡易鑑定が必要となる依頼目的をもう一度、ご確認下さい。

さらに、簡易鑑定(不動産調査報告書)は、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合

会の指導のもと、不動産鑑定評価と違うという記載を徹底的にしないといけません。

不動産鑑定評価と違うという記載がかなり目立ちますので、簡易鑑定(不動産調査報

告書)で良いのか、不動産鑑定評価書にするか、よくご検討下さい。



簡易鑑定(不動産調査報告書)とは、

簡易鑑定という言葉は、報告書で使えませんので、弊社では、報告書のタイトルに

不動産調査報告書という言葉を使用しています。

業者によっては、意見書、調査報告書等という言葉が使用されているようです。

注:簡易鑑定、効率鑑定等という言葉は現在では使われていません。

「不動産調査報告」とはどのようなものか簡単にご説明しますと、以下の通りです。

・不動産調査は、表紙が「不動産調査報告書」となります。



簡易鑑定(不動産調査報告書)とは、

以下の事項(日本不動産鑑定士協会の指示事項)を報告書に記載しないといけま

せん。



簡易鑑定(不動産調査報告書)とは、

以下の事項(日本不動産鑑定士協会の指示事項)を報告書に記載しないといけま

せん。



簡易鑑定(不動産調査報告書)とは、

以下の事項(日本不動産鑑定士協会の指示事項)を報告書に記載しないといけま

せん。



簡易鑑定(不動産調査報告書)とは、

以下の赤字の業務の目的と範囲等に関する事項を報告書に記載しないといけま

せん。

1．依頼目的

○○のため

２．開示範囲又は公表の有無

（１）調査価格の依頼者以外の者への開示の有無及び開示先

［なし／○○、△△への開示（が予定されている。）／未定］

基準に則らない価格等調査を「公表される第三者又は開示・提出先に大きな影響を与えない」を理

由に実施する場合に記載

（２）調査価格の公表の有無

［なし／あり／未定］



簡易鑑定(不動産調査報告書)とは、

３．公表される第三者又は開示・提出先の判断に大きな影響を与えないと判断される理由

本調査における対象不動産は、企業会計上重要性が乏しい資産と判断されたため、公表される第三

者又は開示・提出先の判断に大きな影響を与えないと判断した。

４．事後の公表・開示範囲の拡大の際の承諾の必要性

後日、本調査価格が公表されることとなる場合又は２で記載した開示範囲が広がる場合には、当

該公表又は開示の前に当社宛文書等を交付して、本調査の担当不動産鑑定士の承諾を得る必要があ

る。基準に則らない価格等調査を「開示・提出先の承諾」を理由に実施する場合に記載

５．開示・提出先の承諾

本調査が不動産鑑定評価基準に則らない価格調査であることについて、依頼者以外の開示・提出

先から承諾を得ている。

６．不動産鑑定評価基準との相違及び当該相違の合理的な理由

本調査は、不動産鑑定評価基準に定める基本的事項及び鑑定評価の手順と相違しているが、主な

相違点及び当該相違の合理的な理由は、次のとおりである。



価格等調査ガイドライン主要論点(鑑定士協会)



価格等調査ガイドライン主要論点(鑑定士協会)



価格等調査ガイドライン主要論点(鑑定士協会)


